
給付金申請前にチェック！！

• 職場復帰していませんか？

職場復帰年月日欄の記入が必要です。職場復帰日の前日にて支給終了となります。

• 次の子の産休が開始されていませんか？

産前休業取得の場合は開始日の前日まで、産後休業のみ取得する場合は出産日まで

の期間にて支給終了となります。支給単位期間を支給終了日に合わせて記入いただ

           き、備考欄に産前または産後休業開始日を記載してください。

• 延長申請の希望はありませんか？

支給終了となった後に、期間を追加して延長の手続きを行うことはできません。

• 申請漏れはありませんか？

育児休業給付金は給付率が異なるので、必ず日付順に申請してください。

• 退職（資格喪失）していませんか？

支給要件を満たすには、支給対象月の末日まで継続して被保険者資格が必要です。

• 通勤手当の誤算入はありませんか？（照合省略の申請者様向け）

最初の支給対象期間前（要件該当月前）に数か月分一括して支払われた通勤手当に

ついては、その後の支給対象月への算入は行いません。

高年齢雇用継続給付金

管轄のハローワークにて訂正内容を確認させていただき、最終的にはお支払いした給

付金を受給者からご返金していただくことになります。その後、再度、正しい申請を

行っていただくことになります。

申請内容に誤りがあった場合

東京労働局 雇用保険電子申請事務センター

• 休業日数に記入誤りはありませんか？

他の給付金と異なり、就業日数ではなく全日にわたって介護休業をしている日数を

記載して下さい。

育児休業給付金

介護休業給付金




